
鳥取県議会告示第３号

鳥取県議会事務局組織規程（平成７年鳥取県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成22年３月26日

鳥取県議会議長 小 谷 茂

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織） （組織）

第２条 事務局に、総務課、議事調査課及び図書室を 第２条 事務局に、総務課、議事調査課及び図書室を

置き、議事調査課に内部組織として法務政策室を置 置く。

く。

（各課及び図書室の分掌事務） （各課及び室の分掌事務）

第３条 各課及び図書室においては、次の事務をつか 第３条 各課及び室においては、次の事務をつかさど

さどる。 る。

総務課 総務課

(１) 代表者会議に関すること。

(２) 略 (１) 略

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(８) 略 (７) 略

(９) 略 (８) 略

(９) 議会の情報公開に関すること。

(10)～(14) 略 (10)～(14) 略

(15) 諸規程の制定又は改廃に関すること。

(15) 略 (16) 略

(16) 略 (17) 略

(17) 略 (18) 略

(18) 略 (19) 略

(19) 議事調査課及び図書室に属しない事務に関す (20) 他の課及び室に属しない事務に関すること。

ること。

議事調査課 議事調査課

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 正副委員長会議に関すること。

(６) 議会改革推進会議に関すること。

(７) 世話人会に関すること。

(８) 略 (５) 略

(９) 略 (６) 略

(10) 略 (７) 略



(11) 略 (８) 略

(12) 略 (９) 略

(13) 略 (10) 略

(14) 略 (11) 略

(15) 略 (12) 略

(16) 略 (13) 略

(17) 全国議長会及びブロック議長会に関するこ

と。

(18) 略 (14) 略

(19) 略 (15) 略

(20) 略 (16) 略

(21) 略 (17) 略

(22) 議会の情報公開に関すること。

(23) 諸規程の制定又は改廃に関すること。

(24) 略 (18) 略

図書室 図書室

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

（職制） （職制）

第５条 事務局、各課及び図書室並びに法務政策室 第５条 事務局、課及び室に、それぞれの長を置く。

に、それぞれの長を置く。

２ 略 ２ 略

３ 各課及び図書室に、必要に応じ次に掲げる職を置 ３ 課及び室に、必要に応じ次に掲げる職を置くこと

くことができる。 ができる。

課長補佐、主幹、副主幹、主事、衛視、自動車整 課長補佐、主幹、副主幹、主事、衛視、自動車整

備士、運転士及び現業主事 備士、運転士及び現業主事

（職務） （職務）

第６条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 課又は図書室の長は、上司の命を受け、課務又は ３ 課長は、上司の命を受け、課務をつかさどる。

室務をつかさどる。

４ 略 ４ 略

５ 課の内部組織である室の長は、上司の命を受け、 ５ 室長は、上司の命を受け、室務を処理する。

その内部組織に属する事務を処理する。

６～８ 略 ６～８ 略

附 則

この告示は、平成22年４月１日から施行する。




